




１ 策定の背景

本市では、平成１９年に「第１次春日部市行政改革大綱」を策定して以来、大綱の改定、

見直しを重ねながら、様々な行政改革の取組を進め、効果をあげてきました。

その一方で、本市を取り巻く環境は、人口減少・少子高齢化が進行する中、市民ニーズ

が多様化し、行政のデジタル・トランスフォーメーション※１や、新型コロナウイルス感染

症に伴う新しい生活様式への対応など、日々変化しています。また、公共施設・都市イン

フラの更新や、少子高齢化による社会保障関連経費の増大が予測されるなど、市政運営は

厳しさを増すことが見込まれます。

このような状況の中、本市を取り巻く環境変化に的確に対応し、より質の高い行政サー

ビスを効果的に提供するため、「第３次春日部市行政改革大綱」に引き続き、「第４次春日

部市行政改革大綱」を策定します。

２ 行政運営の現状と課題

全国的に人口減少・少子高齢化が進行している中、本市においても同様の状況にあり、

今後も総人口の減少が続くことが予測されています。また、年少人口（０～１４歳人口）

と生産年齢人口（１５～６４歳人口）の減少に対して老年人口（６５歳以上人口）の増加

が見込まれることからも、労働力の減少や経済活動の低下などが懸念されています。

一方で、令和２年１月以降に拡大した新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、オンラ

イン化を急速に進め、国においては、令和２年９月にデジタル庁を発足させ、デジタル時

代の官民をあげたインフラを作り上げることを目指しています。今後自治体においても、

より一層、デジタル技術を活用した住民サービスの向上や業務効率化などが求められてく

るものと考えられます。

このようなデジタル化に伴う行政需要の変化に対応し、持続可能で質の高い行政サービ

スを提供するためには、市は財源確保に取り組むとともに、限られた財源と資源を最大限

有効活用することが必要です。



（１）総人口の推移

本市の総人口はすでに減少局面にあります。将来的にはさらに減少し、老年人口

（６５歳以上人口）の割合が増加していくものと予測されています。

令和９年での総人口は２２６，１３８人と推計されており、５年間で約５，３００

人が減少すると見込まれています。
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（２）歳入の推移

本市の歳入については、過去１０年間の推移をみると、市税や国庫支出金などが増額

となり、総額では約２１２億円、約３０．８％増加しています。

このうち、国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う特別定額給付

金給付事業費補助金や新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金により、令

和２年度以降大きく増額となっていますが、それ以前の推移からも年々増加傾向にあ

ると言えます。



（３）歳出の推移

本市の歳出については、過去１０年間の推移をみると、総額で約１９０億円、

約２９．０％増加しています。

生活保護費をはじめする社会保障関連経費の増加により、民生費が年々増加してい

ることに加え、令和２年度以降は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う関連経

費の支出があったことから、総額は大きく増加しています。

（４）市債残高と市民一人あたりの市債残高の推移

本市の市債残高については、過去１０年間の推移をみると、約４６億円増加していま

す。

大規模事業の実施を見据え借入を抑制したこともあり、平成２８年度以降は減少傾

向にありますが、今後、大規模事業の進捗に合わせて、増加に転じることが見込まれま

す。また、市債残高が同程度であっても、人口減少により市民一人あたりの市債残高は

増額となる傾向がうかがえます。
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（５）積立金残高の推移

積立金残高は年度により増減がありますが、令和３年度は、平成２４年度より１８億

円の増額となっています。

減債基金による計画的な返済や財政調整基金の取り崩しにより減少した年度もあり

ましたが、令和３年度に財政調整基金及び減債基金の積み立てを行ったことにより増

額となっています。

（６）一般行政職員数の推移

一般行政職員（特別行政部門※1、公営企業等会計部門※2の職員を除く）数は、過去

１０年間で３７人増加しています。

しかしながら、人口１万人当たりの職員数は、県内市平均に比べ依然として低い状態

にあり、限られた職員数で様々な行政サービスを提供していると言えます。
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３ これまでの行政改革の取組の主な成果

本市では、平成１９年度に第１次大綱を策定以来、財源確保やコスト縮減、民間活力の

導入による行政のスリム化、事務の効率化などを進めてきたことにより、総額で約

４９億円の財政効果額を生み出しています。

第１次大綱では、「成果重視でスリムな市政経営」の実現を目標に、平成１９年度から

平成２４年度までの６年間で、約２７億円の財政効果を生み出しました。

第２次大綱では、「効率的で効果的な行政運営」の実現を目標に、平成２５年度から平

成２９年度までの５年間で、約１３．６億円の財政効果を生み出しました。

 

 

 

 



第３次大綱は、「創意工夫を活かしたより効果的で質の高い行政運営」の実現を目標に、

平成３０年度から令和４年度までの５年間を計画期間として各取組を推進し、令和３年

度までの４年間で、約８．６億円の財政効果を生み出しました。

４ 大綱の位置づけ

第４次大綱は、第２次春日部市総合振興計画における、まちの将来像実現のための、行

政改革の具体的手法を示すものです。また、同計画に定められた「まちづくりの基本目標」

である、「市民の期待に応え、信頼される行政を推進するまち」を目指し、戦略的な行政運

営を進めるための取組の 1つに位置づけられるものです。

つながる にぎわう すまいるシティ 春日部

基本目標７ 市民の期待に応え、信頼される行政を推進するまち

第２次春日部市総合振興計画

第４次春日部市行政改革大綱



５ 大綱の進行管理

（１）行政改革推進会議

部長級職員で構成されるもので、年度ごとに報告される大綱の取組状況を踏ま

え、進行管理や行政改革の推進に関する必要な事項について調査や審議を行いま

す。

（２）行政改革推進リーダー会議

次長級職員で構成されるもので、行政改革推進会議の所掌事務を円滑に処理する

ため、行政改革に関する指示、助言及び進捗管理や行政改革の推進における課題や

問題点などについて検討を行います。

（３）行政改革審議会

知識及び経験を有する者、市内各種団体を代表する者及び公募に応じた者で構成

された機関で、行政改革に関する調査や審議を行います。

（４）進捗状況の公表

市のホームページなどで、毎年、取組項目の進捗状況をわかりやすく公表するもの

とします。

６ 大綱の期間

第４次大綱の推進期間は、令和５年度から令和９年度までの５年間とします。なお、推

進期間内において、必要に応じて取組を見直すこととします。
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７ 第４次大綱の基本的な考え方

（１）市民満足度の向上につながる行政改革

市民ニーズが多様化する中で、限られた行政資産を最大限に活用し、市民が満足

できるきめ細かな行政サービスを提供する必要があります。そのため、市民満足度

の向上につながる行政改革の取組を検討します。

（２）時代の変化に対応する行政改革

行政のデジタル・トランスフォーメーションや、新型コロナウイルス感染症に伴

う新しい生活様式への対応など、取り組むべき行政課題は常に変化しており、柔軟

に対応していく必要があります。そのため、時代の変化に対応する行政改革の取組

を検討します。

（３）持続可能な市政運営を実現する行政改革

人口減少・少子高齢化が進行し、社会保障関連経費の増大が予測されるなど、今

後の市政運営に厳しさが増す中で、安定した行政サービスを継続する必要がありま

す。そのため、持続可能な市政運営を実現する行政改革の取組を検討します。

これまでの行政改革では、コストの削減や事務の効率化などを進めながら、市民サービ

スの向上を図ることで一定の成果をあげてきました。

今後、より質の高い行政運営を実現するためには、デジタル化や多様化する市民ニーズ

に的確に対応し、必要とされる行政サービスを持続的に提供できるようにすることが大切

です。

本大綱に基づき、今後５年間の行政改革の取組をとおし、「市民の期待に応え、信頼され

る行政を推進するまち」の実現を目指します。

また、これからの社会情勢は、これまで以上のスピードで変化することが予想され、行

政が多様化・複雑化する行政課題に適切に対応することが求められます。

こうしたことから、時代の変化に対して迅速に対応していくため、計画期間中において

行政改革にふさわしい新たな取組が生じた場合には、積極的に取組の追加・見直しを行

い、スピード感をもって行政改革に取り組んでいきます。



８ 推進項目

（１） 「積極的な歳入増加」

安定した質の高い行政サービスを提供するため、市税等の確実な収納を基本としな

がら、ふるさと納税や企業版ふるさと納税等による自主財源の確保にも積極的に取り

組みます。

（２） 「徹底した歳出削減」

限られた財源を有効に活用し、最少の経費で最大の効果が得られるよう効率的・効

果的な行政経営を行い、歳出の削減を徹底します。

（３） 「市民目線でのサービス向上」

市民の視点に立ち、行政手続のオンライン化を推進し、簡単で便利な行政サービスを

提供することにより、住民負担の軽減及び市民満足度の向上を図ります。

（４） 「スマートな業務の推進」

行政内部においてもデジタル技術の活用による業務の効率化を推進し、迅速な行政

サービスを行うとともに、職員の負担軽減につなげます。

（５） 「職員及び組織の最適化」

コストの最小化、サービスの最大化、職員のワーク・ライフ・バランスといった相反

する複合的な事柄に対応していきます。
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